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　未給水区域の安全で安定的な飲用水の確保を目的に、飲用井

戸の整備に要する費用を補助しています。

　補助金の額は対象経費の１/ ２の額で、交付限度額は次のと

おりです。

共同実施

世帯数

１世帯

(単独実施)
２世帯 ３世帯 ４世帯以上

限度額 400,000円 600,000円 800,000円 1,000,000円

　また、補助を受ける際は事前の申請と申請年度内での事業完

了が交付要件となります。飲料用井戸等の設置を予定している

方は早めの申し込みをお願いします。

　なお、条件によっては補助を受けられない場合もありますの

で、申請前に地域整備課へお問い合わせください。

■受付期間

　令和７年４月～１２月頃まで

　（予算の状況により前後する場合あり）

■補助を受けることのできない場合

・販売の目的で飲用井戸等付き専用住宅などを建築するとき

・給水区域内に飲用井戸等を設置する場合　　など

【問い合わせ先】

　地域整備課・上下水道担当（☎４６－４７４２）

飲用井戸の整備を補助します
 

令和７年度町県民税のお知らせ
　町民税・県民税は次のように計算して課税されています。

■税額の算出方法

　町民税・県民税の均等割額と所得割額、森林環境税（国税）を

合計した額になります。

町民税 県民税

均等割額

５，０００円
①３,０００円 ②２,０００円

課税所得割額

前年（令和６年中）の所得額に応じて次のように

計算。

　　課税所得金額　《所得金額－所得控除額》 

×　税率１０%　《町民税６％・県民税４％》 

－　課税控除額　 

＝　所得割額

森林環境税 均等割が課税される人には、令和６年度から森林

環境税１，０００円も併せて課税されます。

■納期は年４回です

　第１期　　６月３０日（月）　第２期　９月１日（月）

　第３期　１０月３１日（金）　第４期　２月２日（月）

■口座振替をご利用している方へ

　納期限の日が振替日となりますので、指定口座の預金残高の確

認をお願いします。

※町税の納税は、安心、簡単、便利な「口座振替」をご利用くだ

さい。

■コンビニやスマホでも納付できるようになります。

　令和５年度から、全国のコンビニやスマホで、町税が納付でき

るようになっています。曜日や時間を気にせず納付でき、手数料

もかかりませんのでご利用ください。

【問い合わせ先】　税務会計課(☎４６－４７３７)

高速バス「八盛号」
軽米⇔八戸間の利用が可能に！
　高速バス「八盛号」（八戸～盛岡間）について、これまで

「八戸⇔軽米間」は利用できませんでしたが、令和７年７月１

日よりこの区間の利用が可能になります。

①八戸発⇒盛岡着

八戸ラピア⇒
かるまい文化交流

センター⇒
盛岡駅西口

８：３０ ９：１８ １０：５８

１０：００ １０：４８ １２：２８

②盛岡発⇒八戸着

盛岡駅西口⇒
かるまい文化交流

センター⇒
八戸ラピア

１５：５５ １７：３５ １８：２０

１８：１０ １９：５０ ２０：３５

※運賃：軽米～八戸　７００円

　　　　軽米～八戸フェリーターミナル　１,０００円

【問い合わせ先】　

　岩手県北自動車㈱南部支社（☎０１７８ー４４ー７１１１）

　政策推進課（☎４６－２１１５）

義肢・装具等補装具巡回相談の
お知らせ

　岩手県福祉総合相談センター主催の義肢・装具等補装具巡回

相談が開催されます。補装具の購入及び修理を希望する方は、

この機会をご利用になり、相談されるようお知らせします。

■相談内容　義肢・装具等補装具等の購入等に係る判定

■日　　時　８月５日（火）　

　　　　　　１０：３０～１３：３０（受付１１：００まで）

■会　　場　二戸地区合同庁舎

※相談希望の方は、７月４日（金）までに健康福祉課福祉担当

までご連絡ください。ご連絡のない場合、相談を受けられない

場合があります。

【問い合わせ先】健康福祉課・福祉担当(☎４６－４７３６)
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スクールガード「見守り隊」を
募集します

■活動内容

　各小学校の通学路などで、子どもたちの登下校の安全を見守

るボランティア活動です。

　「家の周りの掃除をしながら」「農作業をしながら」「散歩

をしながら」「買い物に出かける時」など日常生活の中で、ご

都合に合わせて無理なく参加いただける活動です。

　ご自分のお子さんやお孫さんが在学中だけなど期間を決めて

の参加も可能です。

　地域のみんなで子どもたちの安全を見守りましょう！

■申込方法

　活動に興味のある方は、教育委員会事務局までお問い合わせ

ください。

　活動に参加される方は、スポーツ安全保険の適用や、活動時

に着用するベスト・帽子・横断旗をお渡しします。

【申込み・問い合わせ先】

　教育委員会事務局・生涯学習担当(☎４６－４７４４)

　

ミニ面談会を開催します
　二戸地域雇用創造協議会では、二戸地域の求職者を対象に、

ミニ面談会を開催します。二戸地域の企業と気軽に情報交換が

できます。

■日　時　７月２３日（水）　１４：００～

■場　所

　二戸市シビックセンター２階　カルチャールーム

■参加費　無料（事前申込制）

【申込み・問い合わせ先】

　二戸地域雇用創造協議会（４３－４２５０）

　軽米町観光協会では、町内を訪れた外国人をおもてなしでき

るよう、外国人講師による米国等外国人観光客への基礎的な接

遇研修を開催します。　

■日　　時　７月１６日(水)　１３：３０～１５：３０

■会　　場　かるまい文化交流センター　第１・２会議室

■主な内容　

　外国人講師による米国等外国人観光客への基本的な接遇研修

■募集人数　先着３０名

■申込締切　７月４日（金）１０：００まで

■申し込み方法　

　電話・ＦＡＸで、氏名、住所、電話番号をお知らせください

【問い合わせ先】

　軽米町観光協会　産業振興課・商工観光担当

　（☎４６－４７４６）（ＦＡＸ４６－２３３５）　

「接遇研修会」参加者募集

　

【放課後子ども教室】
安全管理員を募集します

　放課後子ども教室は、平日の放課後、下校時間の早い低学年

の子どもたちが安全に過ごす場所を提供する事業です。

　町では、子どもたちを見守りながら、一緒に活動していただ

ける方を募集しています。

■内　容　参加児童の活動見守り

■要　件　１８歳以上の健康な方で、子どもが好きな方

■時　間　平日１４：３０～１６：３０

※開催日により多少の変動があります

※週２～３日程度

※土日祝日・長期休業中の開催はありません

■場　所　町内各小学校

■その他　

　見守りをしていただいた時間数に応じて、若干の謝礼をお支

払いします。

　興味のある方は、教育委員会事務局までお問い合わせくださ

い。

【申込み・問い合わせ先】

　教育委員会事務局・生涯学習担当(☎４６－４７４４)

職種 学力向上支援員 特別支援員

募集人数 １名 １名

応募資格
現在失業中で求職活動中の方、または雇用期間終了

が見込まれる方。年齢・性別不問

必要資格
教員免許（小学校・中学

校・高校のいずれか）
　無し

職務内容
児童・生徒の学力向上に

関すること

特別な支援が必要な児童・

生徒のサポート

勤務地 小軽米小学校 晴山小学校

雇用期間 令和７年７月１日～令和８年３月３１日まで

勤務日 月曜日から金曜日

勤務時間 ８：１５～１５：００まで（休憩４５分）

休日

・土日・祝日及び学校の

閉庁日※学校行事による

変更有

・年次休暇、町の規定に

基づき任用時に付与

・土日・祝日及び学校の

閉庁日※学校行事による

変更有

・学校の長期休業期間（春・

夏・冬休み）

・年次休暇、町の規定に

基づき任用時に付与

給料 月給　１９８，９６７円 月給　１０５，２６７円

手当
通勤手当（上限有り）、期末手当※町の規定により

支給

加入保険 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

応募方法

履歴書を作成し、写真を貼付のうえ教育委員会事務

局・教育総務担当へ持参または郵送で提出してくだ

さい

応募締切 ６月２３日（月）必着

試験 個人面接試験

試験日 申込者へ後日通知します

【問い合わせ先】

　教育委員会事務局・教育総務担当（☎４６－４７４３）

学力向上支援員と特別支援員
(会計年度任用職員)を

募集します
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教育相談を実施します
　お子さんのことで、気になることがありましたらぜひご相談

ください。

　教育相談員などが面接や電話でご相談をお受けしています。

　ひとりで悩まないで、どうぞお気軽にご相談ください。

＊相談日程　

　今年度前期（９月末まで）の日程をお知らせいたします。

　なお、今年度後期（１０月～３月まで）の日程については、

後日お知らせする予定です。

■期　日　６月２４日(火)　７月１５日(火)　

　　　　　８月２６日(火)　９月９日(火)

■時　間　９：００～１５：００

■場　所　かるまい文化交流センター

※ご相談に来られる場合は、事前の申し込みを基本としており

ますが、当日ご来場いただいても相談が受けられます。なお、

事前に申し込みができなく当日ご来場いただいた場合は、空い

ている時間での対応となりますので、ご了承ください。

※かるまい文化交流センターの行事等により相談期日、相談会

場を変更する場合があります。

【問い合わせ先】

　教育委員会事務局・教育総務担当（☎４６－４７４３）

ごみの出し方について
■生ごみは可燃ごみとして収集しています

　以前、生ごみは可燃ごみと分けて収集しておりましたが、現

在は可燃ごみとして一緒に収集しています。各ゴミステーショ

ンに設置していた生ごみ用ポリバケツは、継続利用の申し出が

あった地区以外は順次撤去しております。

　生ごみを可燃ごみとして出すときは、よく水を切り重量を減

らしたうえで、可燃ごみ指定の袋（青）に一緒に入れ、取集日

の朝に出していただきますようお願いします。

■ごみの分別について

　可燃ごみと不燃ごみ、資源ごみ等が分別されずに出されてい

ることがあります。分別されていない場合、回収できないこと

がありますので、ごみの分別についてご協力お願いします。分

別に迷ったときは各世帯に配布しているパンフレット「ごみの

区分と出し方」を参考にしていただくか、不明な場合は町民生

活課までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

　町民生活課・町民生活担当(☎４６－４７３４)

高齢者の運転免許証の
自主返納を支援しています

　高齢者による事故を未然に防ぐため、運転免許証を自主返納

することが薦められています。町では、運転に自信のなくなっ

た、または運転する機会が少なくなった高齢者の方の運転免許

証自主返納を支援しています。

■対象者（下記のいずれにも該当する方）

（１）軽米町に住民登録している方

（２）運転免許証の自主返納申請時に７５歳以上の方

（３）平成２８年４月１日以降に運転免許証を自主返納した方

■支援内容

　対象者１名につき、かるまい共通商品券２万円分を交付しま

す。（１回限り）

■申請に必要なもの

　①警察署や免許センターで発行される「申請による運転免許

　　の取消通知書」

　②認め印

【提出・問い合わせ先】

　町民生活課・町民生活担当(☎４６－４７３４)

東京TAMA交響楽団
コンサートを開催します

■日　時

　６月３０日（月）　１９：００開演(１８：３０開場)

■場　所

　かるまい文化交流センター　多目的ホール

■対　象

　軽米町民、近隣市町村の皆様

■入場料

　入場無料（入場整理券が必要）

■入場整理券配布場所・日時

　かるまい文化交流センター　

　６月１７日（火）　９：００から

■その他

　駐車場が満車の場合には役場駐車場をご利用ください。

【問い合わせ先】

　教育委員会事務局・生涯学習担当(☎４６－４７４４)

　６月の巡回は１８日（晴山方面）、１９日（笹渡方面）、

２０日（小軽米方面）の３日間です。

　みなさんお気軽にご利用下さい。　　　　　　　　　　　　

【問い合わせ先】　町立図書館（☎４６－４３３３）

移動図書館車「やまなみ号」
６月の運行日
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廃油を使った石けん作りの開催
　家庭の料理後に捨ててしまう油を利用して、洗濯用固形せっ

けんを作ってみませんか。

■開催日時　６月２４日（火）　９：３０～１１：３０

■場　　所　健康ふれあいセンター

■準備する物

　①苛性ソーダを使用しますので、肌に触れないよう、長そで

　長ズボン、ゴム手袋、帽子、手ぬぐい、ゴーグル等をご用意

　ください。

　②牛乳の空きパック１本以上(開かずに)

■参加申し込み

　６月１９日（木）まで

※油の提供もできる方は、必要量がありますので事前にご連絡

ください。

【申込み・問い合わせ先】

　健康福祉課・健康づくり担当(☎４６－４１１１)

　軽米町食生活改善推進協議会事務局

　

放送大学入学生募集
　放送大学はテレビ・インターネットで授業を行う通信制の大

学です。働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、

様々な目的で、幅広い世代の方が学んでいます。

ただいま２０２５年１０月入学生を募集しています。詳しい資

料を送付致しますので、お気軽にお問合せください。

■大学説明会

　◇６月２２日(日)　１０：３０～

　　７月２６日(土)、８月３１日(日)　１０：００～

　　会場　岩手学習センター　４階会議室

　　※説明会終了後、希望者は個別相談会　

　　詳しくはウェブサイトでご確認ください。→

　◇８月２３日(土)　１３：３０～１５：００

　　会場　さくらホールfeat.ツガワ

　◇９月１３日(土)　１４：４５～１５：３０　※入退場自由

　　会場　ビッグルーフ滝沢

　　公開講演会　第１部１０：３０～１２：００

　　　　　　　　第２部１３：００～１４：３０

　　内容　「性と生殖に関する健康と権利(ＳＲＨＲ)

　　　　　 ～一人が自分らしい生き方をするために～」

■募集学生の種類

-教養学部-

　科目履修生（６ヶ月在学し、希望する科目を履修）

　選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修）

　全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す）

-大学院-

　修士科目生（６ヶ月在学し、希望する科目を履修）

　修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修）

■出願期間

　６月１０日(火)～８月２９日(金)必着

　８月３０日(土)～９月１１日(木)必着

　（インターネット出願も受け付けております）

【資料請求（無料）・問い合わせ先】

放送大学岩手学習センター

〒０２０ー８５５０　盛岡市上田３ー１８ー８

　（☎０１９ー６５３ー７４１４）　 　　

　（Email＊iwate.center@gmail.com）

放送大学ウェブサイト　

　▶https://www.ouj.ac.jp

岩手学習センターウェブサイト

　▶https://www.sc.ouj.ac.jp/center/iwate/

　　学生インタビュー動画を公開しています。→

　　ぜひご覧ください。

協働参画地域づくり
チャレンジ事業を募集します

　町では、協働参画による地域づくりの推進を目的に、町民が

自主的かつ主体的に取り組む事業に対して予算の範囲内で支援

金を交付します。

■対象事業

　行政区、町内会、自治会、企業及びNPOなど町内各種地域団

体が町内で行う社会性の高い自主的・主体的かつ公益的な事業

■対象経費

　事業に要する経費から他の補助金・助成金の財源を除いた額

■交付額

①スタートアップ事業（事業申請３回目までの事業）

　対象経費の３分の２以内（上限額５０万円）

②ステップアップ事業（事業申請４回以上の事業）

　対象経費の２分の１以内（上限額４０万円）

■申込締切　令和７年７月３１日（木）

■審査

・事業の内容を審議会で審査の上、決定します。

・応募団体の方には、審査会での事業説明をお願いします。

【問い合わせ、申込先】

　政策推進課・政策企画担当(☎４６－２１１５)

再募集

　

中小企業退職金共済（中退共）
制度のご案内

　中小企業退職金共済（中退共）制度は、中小企業の事業主

が、従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度で

す。国からの有利な掛金助成や、税法上の優遇も受けられ手数

料もかかりません。家族従業員やパートタイマーも加入できま

す。

※一部対象外あり。詳しくは、ホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】

　中退共本部(☎０３－６９０７－１２３４)
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広報かるまい お知らせ版

かるまいテレビの
基本編成が変わりました

　６月４日から、かるまいテレビの基本編成が変更となりまし

た。

■通常の放送

・かるまいニュースジャーナル

　６：００～、７：００～、８：００～、１０：００～、

１２：００～、１４：００～、１６：００～、１９：００～、

２０：００～、２２：００～、２３：００～

・ヨガ、健康体操、など

　５：４５～、９：５２～、１１：１５～、１５：００～、

１７：１５～、２１：３０～

・特別番組

　９：００～、１３：００～、１８：００～

※１０：００～、１５：００～、２０：００～の時間帯は、今

までどおり町議会本会議を放送する場合があります。

【問い合わせ先】

　政策推進課・政策企画担当（☎４６－２１１５）

第十二回戦没者等の
遺族に対する特別弔慰金の
請求を受け付けます

　令和７年４月１日を基準日として、請求先順位のご遺族の方

１名が代表して請求することにより、支給されます。

　支給されるのは、第十二回特別弔慰金国庫債券（額面

２７万５千円、５年償還の記名国債）になります。償還金の受

領は令和８年から令和１２年までの５年間で、毎年５万５千円

の償還となります。

　請求の期限は令和１０年３月３１日までとなっていますの

で、対象となる方は、期限内に町民生活課窓口で請求してくだ

さい。

■窓口に持参していただくもの

・本人を確認できる書類（代理人の方を含む）

・戸籍関係書類の手数料（請求者と戦没者の関係により、必要

な書類と手数料が異なります。）

※請求者の戸籍抄本は、必ず必要になります。

※代理の方が申請する場合は、委任状が必要となります。

　ご不明な点は、町民生活課までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

　町民生活課・町民生活担当(☎４６－４７３４)

居場所トコトコかるまい広場
からのお知らせ

■開所日変更について

　４月から開所日が変わりました。お気軽にお立ち寄りくださ

い。

　・木曜日　１０：００～１５：３０

　・土曜日　１０：００～１５：３０

　（地域食堂の日は１３：３０まで）

　曜日、時間帯により次のような内容となっております。

　＊いきいき百歳体操　

　　第１、３、４、５木曜日　１０：００～

　＊バザー祭　　第２木曜日　１０：００～１２：００

　＊地域食堂「トコかるキッチン」　概ね第３土曜日

　＊認知症カフェ　　第４木曜日　１３：３０～１５：３０

■地域食堂「トコかるキッチン」の日程

・日時　　６月２１日（土）１１：００～１３：３０

（次回は、７月１９日（土）、８月３０日（土）の予定です）

※受付は１３：００まで、食事の提供は１３：３０で終了

 （時間前でも食材が無くなれば終了となります）

・料金　子どもは無料、大人は１回１００円

【問い合わせ先】

  健康福祉課・福祉担当（☎４６－４７３６）

　健康ふれあいセンター（☎４６－４１１１）

オレンジカフェかるまい
「かだぁる茶屋」を開催

　オレンジカフェかるまい「かだぁる茶屋」は、地域の方がど

なたでも参加できる、認知症をテーマにしたつどいの場です。

お茶を飲みながら物忘れのことや、生活のことなど語り合いま

せんか。認知症の方やご家族はもちろん、認知症について知り

たい、という方もぜひお気軽にお立ち寄りください。専門スタ

ッフもいるので、各種相談もできます。

■日　時　６月２６日（木）　１３：３０～１５：３０

■場　所　居場所トコトコかるまい広場

■対　象　認知症の方・ご家族、地域の方どなたでも参加可

■申込み　不要

■参加費　無料

【問い合わせ先】

　軽米町地域包括支援センター（☎４６－３９０６）


